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令和６年第６回八頭町議会定例会 提案理由書（令和６年９月３日） 

 

報告第１０号 

八頭町継続費精算報告書について 

 

 継続費の精算報告についてご報告申し上げます。令和２年度から令和５年度まで４

年間の継続事業といたしました「八頭町地方公営企業法適用支援業務」が完了いたし

ました。簡易水道特別会計、公共下水道特別会計、農業集落排水特別会計を地方公営

企業法の適用とするための固定資産台帳の整備、移行事務支援等であり、総事業費は

４,８４６万円余です。また、公共下水道特別会計において総事業費、４,８４６万円

余を計上し、簡易水道特別会計から２,０６９万円余、農業集落排水特別会計から１,

００４万円余を公共下水道特別会計に負担しております。 

これらの事業が、令和５年度に終了しましたので、地方自治法施行令第１４５条第

２項の規定により、継続費の精算報告書を本議会に提出するものであります。 

 

報告第１１号 

 八頭町健全化判断比率及び資金不足比率について 

 

 八頭町の令和５年度決算の健全化判断比率は、実質赤字比率、連結実質赤字比率と

も赤字を生じておりませんので、記載はありません。 

実質公債費比率は、９.３％で、前年度と比較し、０.２ポイントの増となりまし

た。また、将来負担比率は、２０.７％で、前年度と同様です。 

 特別会計の公営企業会計資金不足は、ゼロでありますので記載はございません。 

現在のところ早期健全化基準に到達する懸念はありませんが、今後も引き続き健全

な行財政運営に心掛けていきたいと考えております。 

 

議案第７６号 

専決処分の承認を求めることについて（令和６年度八頭町一般会計補正予算（第４

号）） 

 

令和６年７月上旬に故障した船岡保健センターの空調設備の改修及び、中国・全国

中学校選手権大会へ出場し、八頭中学校の生徒の大会派遣にかかる経費を令和６年７

月２３日付で専決処分したものです。 

今回の補正は、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ、６７０万円を追

加しております。 

 歳入では、町債、保健センター整備事業債に、６７０万円、歳出では、衛生費の

保健センター運営費に、６７０万円、教育費の中学校教育振興総務費に、１５０万円

余を追加し、予備費で調整しました。 
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議案第７７号 

 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

  

今回、令和６年１２月３１日をもって任期満了の方がありますので、候補者の推薦

をしようとするものです。 

 

議案第７７号は、八頭町岩淵の山﨑泰央（やまさき やすお）さんの推薦につき議

会の意見を求めるものであります。 

山﨑さんは、令和３年１０月から人権擁護委員として活動いただいており、現在１

期目でございます。長年にわたり、教員として勤務され、退職後は、やず教育支援セ

ンター「みどりヶ丘教室」で教育相談員として勤務していただいております。これま

での豊富な知識や経験を生かし、地域の人権活動に取り組んでいただける方であり、

人望も厚く適任者と考えますので、引き続き、人権擁護委員に推薦するものです。 

 

議案第７８号 

 町営住宅国中一区団地改修工事（その２）請負契約の締結について 

 

 町営住宅国中一区団地改修工事（その２）につきましては、去る８月２１日に入札

を行った結果、町営住宅国中一区団地改修工事（その２）竹内組・八田建設特定建設

工事共同企業体 代表者 八頭町南３７９番地８ 株式会社 竹内組 代表取締役 

竹内 秀彦（たけうち よしひろ） 氏が、５,５３３万円で落札し、８月２７日に

仮契約を締結いたしております。 

 本工事の概要は、２棟４戸、木造２階建、延べ面積３０５.６㎡について、断熱性

向上による省エネ化、配管の更新、浴室の防水性向上等による長寿命化の改修を行う

ものであります。令和７年１月３１日の完成を予定しております。 

 

議案第７９号  

 福地谷川災害復旧工事（第４４０号）請負契約の締結について 

 

 福地谷川災害復旧工事（第４４０号）につきましては、去る８月２１日に入札を行

った結果、福地谷川災害復旧工事（第４４０号） こおげ建設・岡島建設特定建設工

事共同企業体 代表者 八頭町宮谷２００番地２ こおげ建設株式会社 代表取締役 

山根 敏樹（やまね としき） 氏が、９,８５６万円で落札し、８月２３日に仮契

約を締結いたしております。 

 本工事の概要は、福地地内の福地谷川 （復旧延長２２３.１ｍ）において、護岸

の災害復旧を行うものであります。令和７年３月２８日の完成を予定しております。 

 

議案第８０号 

 債権の放棄について（障害児通所給付費返還金） 
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放課後の児童デイサービス等を実施している障害児通所支援事業所が破産し、財産

処分がなされ、債権を回収する見込みがなくなったため、この度、障害児通所給付費

返還金、１９３万円余の債権を放棄しようとするものです。 

 

議案第８１号 

町有財産（土地）の処分について 

 

この度、新庄自治会会長より、土地の無償での普通財産譲渡申請書が提出されまし

た。 

今回、譲渡しようとする土地は、八頭町坂田字三右衛門谷奥（さんうえもんだにお

く）６５８番で、地目は山林で、面積は、４０,３８２平方メートルです。 

この土地は旧船岡村名義となっておりますが、従来から所有権は新庄自治会に帰属

しており、新庄自治会が管理していますので、これまでの管理実態に合わせ、新庄自

治会に無償で譲渡をしようとするものです。 

 

議案第８２号 

町有財産（建物）の処分について（中南集会所） 

 

この度、中南自治会会長より、「中南集会所（建物）」の無償での普通財産譲渡申請

書が提出されました。 

中南集会所は、八頭町南４２６番地２に平成６年度に「中南老人憩の家」と併設し

て建設され、鉄骨造平屋建、床面積、１０８.５０７平方メートルで、従来から中南

自治会が管理し、使用しています。 

これまでの管理実態に合わせ、中南自治会に無償で譲渡をしようとするものであり

ます。 

 

議案第８３号 

町有財産（建物）の処分について（中南老人憩の家） 

 

この度、中南自治会会長より、「中南老人憩の家（建物）」の無償での普通財産譲渡

申請書が提出されました。 

中南老人憩の家は、八頭町南４２６番地２に平成６年度に「中南集会所」と併設し

て建設され、鉄骨造平屋建、床面積、９６.７９平方メートルで、従来から中南自治会

が管理し、使用しています。 

これまでの管理実態に合わせ、中南自治会に無償で譲渡をしようとするものであり

ます。 

 

議案第８４号 

八頭町集会所条例の一部改正について 
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中南自治会に、議案第８２号で上程しました「中南集会所」を無償譲渡することに

あたり、条例の別表から削除しようとするものです。 

 

議案第８５号 

八頭町老人憩の家条例の一部改正について 

 

中南自治会に、議案第８３号で上程しました「中南老人憩の家」を無償譲渡するこ

とにあたり、条例の別表から削除しようとするものです。 

 

議案第８６号 

八頭町立児童福祉施設条例の廃止について  

 

 本条例の対象施設である坂町児童遊園地については、これまで坂町集落に施設の維

持管理を行っていただいておりましたが、現在は利用者もなく、集落での維持管理が

難しいことから廃止したい旨の要望書が提出されたため、本条例を廃止しようとする

ものです。 

 

議案第８７号 

八頭町国民健康保険条例の一部改正について 

 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部

を改正する法律が令和５年６月９日に公布されたことに伴い、令和６年１２月２日か

ら現行の被保険者証が廃止されます。マイナンバーカードと健康保険証が一体となっ

たマイナ保険証へ移行されることにより、罰則にかかる被保険者証の返還を求める規

定について、所要の改正を行うものです。 

 

議案第８８号 

八頭町公共下水道条例の一部改正について 

 

下水道法施行令の一部を改正する政令が令和６年４月１日に施行され、六価クロム

化合物の排除基準が強化されたことに伴い、除害施設の設置等の規定について、所要

の改正を行うものです。 

 

議案第８９号  

令和６年度八頭町一般会計補正予算（第５号） 

 

 今回の補正は、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ、９億６,４５０万

円を追加しようとするものです。 

歳入の主なものを申し上げます。 

地方交付税は、交付決定通知により、普通交付税、１億２,６５０万円余を追加いた
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しました。 

国庫支出金として、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金、２億６７０万円余

を追加し、デジタル田園都市国家構想交付金、３,３００万円余を減額しております。 

県支出金として、中山間地域を支える医療人材確保総合対策事業県補助金、２,５０

０万円、農地農業用施設災害復旧費県補助金、９,４７０万円余を追加しました。 

繰入金は、介護保険特別会計繰入金、１,２５０万円余を追加し、財政調整基金、３

億２,０００万円、減債基金、１億５,０００万円を減額しております。 

繰越金は、繰越額の確定により、８億３,８７０万円の計上となりました。 

諸収入は、デジタル基盤改革支援補助金、１,３３０万円余、新型コロナ定期接種ワ

クチン確保事業助成金、３,２２０万円余を追加しました。 

 町債につきましては、公共施設等除却事業債、４,６６０万円等を追加し、臨時財政

対策債、８９４万９千円等を減額しております。 

 

 次に歳出を申し上げます。  

 今回、職員人件費につきまして、４月の人事異動に伴い、職員人件費の補正を行

っております。 

 

一般会計では、給与費、２,８２０万円余、共済費、１３０万円余を減額しておりま

す。 

総務費は、旧丹比保育所等の除却に係る経費として、財産管理費、４,９１０万円余、

電算システム一般管理費、３,４８０万円余を追加しました。 

民生費は、低所得者支援・定額減税補足給付金事業、１億５,１４０万円、船岡福祉

施設屋根防水改修に係る経費として、福祉施設管理費、３,１２０万円余を追加し、障

害児通所給付費等の国庫補助金、県補助金の確定に伴う返納金を計上しております。 

衛生費は、民間診療所開設等に伴う支援事業として、保健衛生総務費、５,０００万

円、新型コロナウイルスワクチン接種事業等の国庫補助金、県補助金の確定に伴う返

納金を計上しております。 

農林水産業費は、畜産振興費、４４０万円余、スマート農業社会実装促進事業、２

６０万円余、商工費は、物価高騰に対応するため、町民の方お一人に５,０００円の商

品券をお配りする事業として、商工振興総務費、９,５９０万円を追加しました。 

土木費は、道路橋梁維持費、９１０万円余、除雪対策費、２７０万円余、 

教育費は、中学校管理運営費、６００万円余、給食センター管理運営費、３４０万円

余の追加です。 

災害復旧費は、農地農業用施設災害復旧費、９,６００万円、予備費、３億３,６１

０万円余を追加しました。 

 

議案第９０号 

 令和６年度八頭町国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

 

 今回の補正は、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ、５,７５１万６千

円を追加しようとするものです。 

 歳入では、前年度繰越金額の確定に伴い、基金繰入金、５００万円を減額し、人事

異動に伴う人件費として、一般会計からの繰入金、１１万円、繰越金、６,２４０万円
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余を追加しております。 

 歳出の主なものは、総務費の人件費など、４８万円余、予備費、５,６９８万円余を

追加しました。 

 

議案第９１号 

令和６年度八頭町介護保険特別会計補正予算（第１号） 

 

今回の補正は、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ、１億６,４５０万

円８千円を追加しようとするものです。 

歳入では、支払基金交付金、８１２万円余、一般会計繰入金は、人件費等、２４４

万円余、前年度繰越金の確定に伴い、繰越金は１億５,３９４万円余を追加しておりま

す。 

歳出では、職員手当等、１９５万円、令和５年度の精算に伴い、国・県・支払基金

への返納金、５,６００万円余、一般会計への繰出金、１,２５７万円余、予備費、９,

３５８万円を追加しております。 

 

議案第９２号 

令和６年度八頭町大江財産区特別会計補正予算（第１号） 

 

 今回の補正は、既定の歳入歳出予算の総額に、それぞれ、３１万３千円を追加しよ

うとするものです。 

歳入では、前年度繰越金、３１万円余、歳出では、一般管理費、２１万円予備費、

１０万円余を追加しております。 

 

議案第９３号  

令和６年度八頭町簡易水道事業会計補正予算（第２号） 

 

 今回の補正は、収益的収入及び支出、資本的収入に係るものであります。収益的収

入では、営業収益として材料売却収益を４万円余追加し、収益的支出では営業用費用

として、水道材料費等、４６４万円余、また特別損益として５万円余を追加しており

ます。 

資本的収入では、固定資産売却代金、１０万円余を追加しております。 

資本的収支に係る収支不足分につきましては、当年度損益勘定留保資金及び引継現

金により、補てんをしました。 

 

議案第９４号 

令和６年度八頭町下水道等事業会計補正予算（第１号） 

 

今回の補正は、収益的支出、資本的収入支出に係るものであります。 

収益的支出では、公共営業用費用として各施設の修繕費、７００万円、農 

集営業費用として各施設の修繕費、８４０万円、職員人件費、１９１万円余を追加し

ております。 

資本的収入では、公共国庫補助金を３,５８１万円余減額し、公共企業債、３,５７
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０万円、また農集企業債、２８０万円の追加です。資本的支出では、公共委託料、土

地購入費を５３４万円減額し、公共工事請負費に５３４万円を増額する組み替えと、

農集工事請負費、２８１万円余を追加しています。 

資本的収支に係る収支不足分につきましては、当年度損益勘定留保資金、引継現金

及び当年度利益剰余金処分額により、補てんしております。 

 

議案第９５号  

令和５年度八頭町一般会計歳入歳出決算の認定について 

 

歳入歳出差し引き額は、１０億７,１６３万５,１７５円となりました。 

翌年度へ繰り越すべき財源、１億６,２９３万５千円を差し引いた実質収支額は、９

億８７０万１７５円となります。 

 

主な歳入を申し上げますと、町税は、１３億６,８００万円余で、昨年より２００万

円余増加し、率にして０.１５ポイントの増となっております。 

地方消費税交付金は、３億５,１００万円余であります。 

普通交付税は、５０億２,０８０万円余、特別交付税、４億７,５６０万円余を合わ

せました地方交付税は、５４億９,６００万円余で前年より、８,１００万円余の増と

なりました。 

国庫支出金は、「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」、「物価高

騰対応重点支援地方創生交付金」等、１４億９,６００万円余であります。 

県支出金は、自立支援事業県負担金、地籍調査費県補助金等、１０億３,２００万円

余となりました。 

寄付金は、ふるさと納税、企業版ふるさと納税等により、１億９００万円余増の３

億８００万円余であります。 

繰入金は、基金からの繰入金として、ふるさと活性化基金、学校教育施設整備基金

等から３億４,０００万円余を繰り入れしております。令和５年度決算に伴う繰越金

は、１０億２００万円余でありました。 

町債につきましては、令和５年８月豪雨による、災害復旧事業に係る起債の借入額

が大きく増えたことから、１８.２ポイント増の１４億１,１００万円余となりました。 

 

次に歳出であります、主な内容を申し上げます。 

 

はじめに総務費です。 

新型コロナウイルス感染症対策の関係では、国の交付金を活用し、町民お一人に５,

０００円の商品券をお配りする商品券事業を、昨年度に引き続き実施し、町民、事業

者の方へ物価・燃料高騰対策、経済政策を行っております。また、低所得世帯を対象

に、電力・ガス食料品等の価格高騰による負担軽減の対策として、住民税非課税世帯、

住民税均等割世帯に対して給付金を支給しました。 

公共交通では、高校生の通学定期助成を拡大、買い物環境確保対策としてシルバー

定期の割引助成など利用促進を行い持続可能な公共交通の維持に努めました。 

男女共同参画の推進では、各種女性団体と意見を交換する「かがやきトーク」を女

性団体連絡協議会と連携し、実施しております。 
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次に民生費あります。 

人権尊重のまちづくりの関係では、人権問題に関する町民意識調査を実施しました。

調査結果を基に、多様で複雑化する人権問題に対応し、部落差別をはじめとするあら

ゆる差別解消に向け、啓発活動を行っております。 

社会福祉については、「第３期地域福祉推進計画」を策定、概要版を全戸に配布し、

基本理念（みんなで支えあい、誰もが自分らしく、いきいきと幸せに暮らせる、福祉

のまちづくり）の周知を図りました。 

児童福祉では、低所得子育て世帯生活支援特別給付金事業を実施するとともに、子

育て応援ガイドブックを作成配布するなど、子育て支援の充実に取り組みました。 

 

次に衛生費であります。 

健康づくり事業では、「第３次健康づくり計画」を策定、ダイジェスト版を全戸に

配布し、ライフステージに応じた健康づくりの重要性を周知しております。 

予防接種関係では、新型コロナウイルスワクチン接種事業を含む、各種予防接種事

業を実施し、重症化予防と流行の抑制を図りました。 

ごみ処理費では、令和５年８月より、ごみ分別アプリを導入し、ごみの分別意識の

向上と減量化を推進しております。 

 

次に農林水産業費であります。 

農業振興の関係では、「二十世紀梨」等、果樹の栽培面積の減少傾向からの脱却、

面積維持・拡大への転換を図るため、改植・果樹棚設置・灌水施設整備等への助成支

援を行っております。また、小規模農家の支援として、農業用機械の購入費用の一部

を助成し、経営の継続を支援しました。 

地籍調査事業につきましては、令和５年度末における進捗率は８６.３％でありま

す。 

野生鳥獣被害防止事業では、動物による農作物被害防止のための電気柵等の設置を

支援するとともに、捕獲（シカ１,４３５頭、イノシシ３３８頭）による対策の推進を

行っております。 

林業関係では、「八頭町森林・林業ビジョン」を基に、森林管理制度に基づく意向

調査を実施し、森林整備事業を行っております。また、災害防止の観点から、新たに

危険木の伐採に係る補助制度を創設しました。 

 

次に商工費であります。 

観光イベントの関係では、新型コロナウイルス感染症が５類となったことから、大

型イベント（姫路公園祭り、船岡竹林公園まつり、ふる里の森イベント、きらめき祭

り、八頭町マルシェ）は、４年ぶりに通常規模で実施いたしました。 

 

 次に土木費であります。 

生活関連道路であります町道改良として、社会資本整備交付金事業を活用しながら

道路の改良工事等を行うとともに、長寿命化対策として道路、橋梁、トンネル等の改

修に取組でおります。町営住宅では、東郡家団地の改修工事に取り組み、東郡家団地

４戸、国中一区団地２戸を改修し、住居環境の整備を行いました。 
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次に消防費であります。 

８月２７日（日）には、町内全集落を対象とした防災訓練により、初動体制の確立

と防災意識の高揚を図りました。 

自主防災組織の機能強化では、可搬消防ポンプの更新、消防施設の整備に要する経

費を助成し、地域防災力の強化を図っております。 

 

次に教育費であります。 

学校施設関係では、郡家東小学校の大規模改修工事を行い、令和６年７月末に予定

どおり完了しました。また、船岡児童クラブ解体・新築工事につきましては、本年度

より新しい施設で運営しております。 

社会教育では、旧安部小学校を改修した「あーとふるやず」において、主催企画展

７回、持込企画展６回を実施、その他イベント開催にも取り組みました。また、青少

年健全育成の観点から児童を対象とした芸術ふれあい事業（演劇、ジャズコンサート）

を実施しました。 

人権教育推進事業は、人推教育推進協議会の各専門委員会で部落解放研究集会の開

催方法等を集合開催はもとより、リモートによる自宅視聴など選択肢を増やし、多く

の町民の方々に人権について学ぶ機会を提供しております。 

保健体育関係では、森下広一杯八頭町マラソン大会をはじめ、各種体育事業は、新

型コロナウイルス感染症が５類となったことから、４年ぶりに通常規模で実施しまし

た。 

 

次に災害復旧費であります。 

昨年８月の豪雨災害の対応であります。災害現場の早期復旧に向け、国及び県の支

援を受け、農林水産施設、公共土木施設の災害復旧事業を行っております。 

 

最後に公債費であります。 

公債費の支出は、元金利息を含め、１２億８,８００万円余となっております。令和

５年度をもって償還が終了しました地方債は２７件、一般会計の令和５年度末の地方

債残高は、１３０億９,７００万円余です。 

 

議案第９６号  

令和５年度八頭町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

 

歳入歳出差引き額は６,８９５万４,５２４円となりました。 

歳入では、国民健康保険税、２億８,０９９万円余を徴収させていただきました。 

調整交付金等につきましては、国、県等からの所定の負担率によるものであります。 

歳出では、各種保険給付事業を実施し、被保険者の健康・福祉の増進に努めており

ますが、１３億７８１万円余となり、令和４年度と比較し、２,０６３万円余（１.６

ポイント）の増となっております。 

保健事業では、２７９名の方に人間ドックを受診していただき、特定健康診査事業

の受診率は４９.６％（Ｒ６.６.３０時点）（令和４年度 ４８.７％）でありました。 

 今後も、健康増進と医療費の抑制を図るべく、受診率の向上に努めたいと考えてお
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ります。 

 

議案第９７号  

令和５年度八頭町簡易水道特別会計歳入歳出決算の認定について 

 

歳入歳出差し引き額は、３,８２３万６,５６７円となりました。 

主な歳入は水道使用料、２億２４７万円余、一般会計繰入金、３,８００万円であり

ます。 

歳出では、総務費の一般管理費で施設等の修繕費や水質検査等の維持費、８,８２

０万円余をもちまして、施設の適正な維持管理に努めております。 

また、簡易水道事業費では、石田百井水源地送水ポンプ電動弁更新工事など、老朽

化に伴う水道施設更新工事を実施し、水道水の安定供給を図りました。 

公債費は、１億３,１４４万円余です。 

 

議案第９８号  

令和５年度八頭町公共下水道特別会計歳入歳出決算の認定について 

 

歳入歳出差し引き額は、６,１４３万３,９２７円となりました。 

翌年度へ繰り越すべき財源、５万円を差し引いた実質収支額は、６,１３８万３,９

２７円となります。 

主な歳入は、使用料、１億１,３３４万円余、国庫支出金、６,４３２万円余、一般

会計からの繰入金、２億１,１００万円です。 

歳出では、総務費の施設管理費、１億２００万円余の費用をもちまして、施設の適

正な維持管理と公共用水域の水質保全を行っております。 

また、平成３０年度に事業認可を受けた郡家地区雨水排水対策事業が令和５年度事

業をもって完成し、流域住宅密集地の浸水被害を解消することができました。 

長寿命化事業費では、ストックマネジメント事業計画に基づいた、郡家浄化センタ

ーの曝気機更新工事を令和５年度から６年度にかけて実施しています。 

公債費は、２億４,８６３万円余です。 

 

議案第９９号  

令和５年度八頭町農業集落排水特別会計歳入歳出決算の認定について 

 

歳入歳出差し引き額は、４,５１０万７,４１７円となりました。 

翌年度へ繰り越すべき財源、２１６万４千円を差し引いた実質収支額は、４,２９４

万３,４１７円となります。 

歳入は、使用料、１億３,０００万円余、一般会計からの繰入金、４億３,５５０万

円が主なものです。 

歳出では、総務費の施設管理費で、１億９,５６３万円余の費用をもちまして、施設

の適正な維持管理と公共用水域の水質保全を行っております。 

また、各処理場や中継ポンプ場など、耐用年数が経過した設備を更新し、機器作動

の安定化を図りました。 

公債費は、３億３,７５０万円余です。 
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なお、八頭町簡易水道特別会計、八頭町公共下水道特別会計、八頭町農業集落排水

特別会計は令和６年４月１日に、地方公営企業法を適用した八頭町簡易水道事業会計、

八頭町下水道等事業会計に移行しております。  

その関係で令和５年度決算は令和６年３月３１日時点で打切り決算処理を行ってい

ます。 

 

議案第１００号 

令和５年度八頭町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

 

歳入歳出差し引き額は、１億９,７６６万８,３０９円となりました。 

歳入では、介護保険料、４億７,２５２万円余を徴収させていただき、介護給付費負

担金、調整交付金等は、国、県等からの所定の負担率によるものであります。 

歳出の保険給付費は、２０億７,２４０万円余で、前年と比較しまして、８,２９１

万円余、率にして４.２ポイント増加しました。 

今後も、介護給付費抑制に向け、地域包括支援センターを中心に、介護予防事業や

要介護状態の悪化防止の取り組みを充実、強化してまいります。 

 

議案第１０１号 

令和５年度八頭町宅地造成特別会計歳入歳出決算の認定について 

 

歳入歳出差し引き額は、２７万８,８２１円となりました。 

歳入の主なものは、基金からの繰入として、分譲地等の償還金分、２９２万円余で

あります。 

歳出では、総務費の積立金で基金利息、１万円の積立を行い、公債費は、２９２万

円余となっております。 

 

議案第１０２号 

令和５年度八頭町墓地事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

 

歳入歳出差し引き額は、６５万５,２６９円となりました。 

歳入の主なものは、郡家墓苑２区画の永代使用料、５９万円余で、歳出の主なもの

は、墓苑の管理費、３６万円余であります。 

 

議案第１０３号 

令和５年度八頭町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について 

 

歳入歳出差し引き額は、１４６万２２２円となりました。    

主な歳入は、後期高齢者医療保険料で、１億７,０７６万円余を徴収させていただきま

した。 

歳出の主なものは、総務費で、保険証の発行、保険料納付書の発送等を行っており

ます。保険料、基盤安定負担金を合わせました広域連合への負担金は、２億３,１６５

万円余であります。 
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議案第１０４号 

令和５年度八頭町上私都財産区特別会計歳入歳出決算の認定について 

 

議案第１０５号 

令和５年度八頭町市場、覚王寺財産区特別会計歳入歳出決算の認定について 

 

議案第１０６号 

令和５年度八頭町上津黒、下津黒財産区特別会計歳入歳出決算の認定について 

 

議案第１０７号 

令和５年度八頭町篠波財産区特別会計歳入歳出決算の認定について 

 

議案第１０８号 

令和５年度八頭町大江財産区特別会計歳入歳出決算の認定について 

 

の５議案の決算は、それぞれの管理会で執行されましたものを町で精査し、ここに提

案いたしております。 


